
平成２４年４月１日現在

機関名 郵便番号 所在地 電話番号

(株)福井環境分析センター 915-0802 越前市北府2-1-5 0778-21-0075

(株)北陸環境科学研究所 910-0026 福井市光陽4-4-27 0776-22-2771

福井県環境保全協業組合 918-8068 福井市角折町8-3 0776-35-4001

［注］

１号

２号

３号

４号

５号

福井労働局長登録　作業環境測定機関

１・３・４・５号

電離放射線障害防止規則第五十三条第二号に掲げる放射性物質取扱作業室

労働安全衛生法施行令別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質（次号に掲げる物を除く。）を製造し、若しくは取り扱
う屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場

労働安全衛生法施行令別表第三第一号６に掲げる物若しくは同号８に掲げる物で同号６に係るもの若しくは同表第二号１０、１１、
１３、２１、
２２、２３の２、２７の２若しくは３３に掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年労働省令第三十九号）別表第一
第十号、第十一号、第十三号、第二十一号、第二十二号、第二十三号の二、第二十七号の二若しくは第三十三号に掲げる物を製
造し、若しくは取り扱う屋内作業場又は労働安全衛生法施行令別表第四第一号から第八号まで、第十号若しくは第十六号に掲げ
る鉛業務（遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。）を行う屋内作業場労働安全衛生法施行令別表第三第一号６に掲げ
る物若しくは同号８に掲げる物で同号６に係るもの若しくは同表第二号１０、１１、１３、２１、２２、２３の２、２７の２若しくは３３に掲げ
る物若しくは特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年労働省令第三十九号）別表第一第十号、第十一号、第十三号、第二十一
号、第二十二号、第二十三号の二、第二十七号の二若しくは第三十三号に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場又は労
働安全衛生法施行令別表第四第一号から第八号まで、第十号若しくは第十六号に掲げる鉛業務（遠隔操作によつて行う隔離室に
おけるものを除く。）を行う屋内作業場労働安全衛生法施行令別表第三第一号６に掲げる物若しくは同号８に掲げる物で同号６に
係るもの若しくは同表第二号１０、１１、１３、２１、２２、２３の２、２７の２若しくは３３に掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則
（昭和四十七年労働省令第三十九号）別表第一第十号、第十一号、第十三号、第二十一号、第二十二号、第二十三号の二、第二
十七号の二若しくは第三十三号に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場又は労働安全衛生法施行令別表第四第一号か
ら第八号まで、第十号若しくは第十六号に掲げる鉛業務（遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。）を行う屋内作業場

労働安全衛生法施行令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤中毒予防規則（昭和四十七
年労働省令第三十六号）第一条第一項第六号に規定する有機溶剤業務のうち同令第三条第一項の場合における同項の業務以
外の業務を行う屋内作業場労働安全衛生法施行令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤
中毒予防規則（昭和四十七年労働省令第三十六号）第一条第一項第六号に規定する有機溶剤業務のうち同令第三条第一項の場
合における同項の業務以外の業務を行う屋内作業場

１・３・４・５号

登録作業の種類
（作業環境測定法施行規則別表）［注］

１・３・４・５号

粉じん障害防止規則（昭和五十四年労働省令第十八号）第二条第一項第三号の特定粉じん作業を行う屋内作業場又は労働安全
衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）第六条第二十三号に規定する石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造
する屋内作業場


